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答 申 第 ４ 号  

令和６年１月１７日  

 芦屋市議会議長 帰山 和也 様 

                    芦屋市情報公開・個人情報保護審査会 

                        会長 島 田  茂     

芦屋市情報公開条例第１６条第４項の規定に基づく諮問について（答申） 

 令和５年８月１８日付け芦市議総第３７９－１号による下記の諮問について、以下

のように答申します。 

記 

 「芦屋市議会における令和３年１０月８日から令和４年３月２２日までの代表者会

議、全体協議会のハラスメントについて協議された会議の会議録」についてなされた

令和５年４月２８日付け公文書部分公開決定処分に対する審査請求に関する諮問 
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第１ 審査会の結論 

   芦屋市議会（以下「実施機関」という。）が、令和５年３月１０日付け公文書公

開請求について、令和５年４月２８日付けで芦市議総第７９号公文書部分公開決

定処分（以下「本件処分」という。）のうち、別表に掲げる部分を非公開とした決

定は妥当ではなく、公開すべきである。その余の部分について非公開とした決定

は妥当である。 

第２ 事案の経過 

１ 審査請求人は、令和５年３月１０日付けで芦屋市情報公開条例（平成１４年芦

屋市条例第１５号。以下「条例」という。）第６条第１項の規定に基づき、「芦

屋市議会における令和３年１０月８日から令和４年３月２２日までの代表者会

議、全体協議会のハラスメントについて協議された会議の会議録」について、実

施機関に公開請求（以下「本件請求」という。）を行った。 

２ 実施機関は、本件請求に対して、次のように請求対象文書を特定し、それぞれ

について決定を行った。 

(1) 令和３年１１月２日及び令和４年３月１４日開催の代表者会議の会議録並

びに令和４年３月１８日開催の全体協議会の会議録について、令和５年４月２

８日付けで公文書公開決定処分（全部公開）を行った。 

(2) 令和３年１１月２２日開催の全体協議会の会議録（以下「本件対象文書１」

という。）、令和３年１１月２２日開催の代表者会議の会議録（以下「本件対

象文書２」という。）、令和３年１１月２９日開催の代表者会議の会議録（以

下「本件対象文書３」という。）、令和３年１２月７日開催の代表者会議の会

議録（以下「本件対象文書４」という。）、令和３年１２月２０日開催の全体

協議会の会議録（以下「本件対象文書５」という。）、令和４年１月２５日開

催の代表者会議の会議録（以下「本件対象文書６」という。）及び令和４年２

月１４日開催の代表者会議の会議録（以下「本件対象文書７」という。）につ

いて、令和５年４月２８日付けで本件処分を行った。 

３ 審査請求人は、令和５年７月２８日付けで本件処分に対して、審査請求（以下

「本件審査請求」という。）を行った。 

第３ 審査請求人の主張要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

   本件審査請求の趣旨は、実施機関が行った本件処分を不服として、令和５年７
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月２８日付けで処分の取消しを求めるというものである。 

 ２ 審査請求の理由 

   審査請求人が、審査請求書及び意見陳述において主張している審査請求の理由

は、次のように要約される。 

  (1) 「芦屋市議会の令和４年３月２２日付けハラスメント対応に関する決議（以

下「決議」という。）」に関して、議会の意思形成の場として開催された代表

者会議、全体協議会の会議録の公開を求めたものである。決議は令和２年６月

本会議における議員の「ハラスメント事案について」の一般質問時の取り上げ

方に端緒があり、それ以降の議員、議会の関係性について議論が深められ、教

訓化されたことがうかがわれる。議員提出議案として成文化されるまでに相応

の議論がなされたことは公開された会議録等から推察される。個人情報の取扱

いについては、人権擁護の観点から遵守されるべき事柄であるが、議会活動の

場で見識ある議員が行う議員間質疑などは、守るべき個人情報に留まらず、節

度ある態度で真摯に行われていると解することができる。本件請求は、決議に

至る過程を知ることが議会意思として表明されたことをより良く熟知し、また、

決議に敬意を表するとともに議員の見識をよりよく理解するためである。その

意味で、議員間で真摯に議論された内容が限定的に部分公開されることは条例

の目的にそぐわないものであり、不当である。 

  (2) 非公開部分があまりにも多く、要旨も分からない公開内容になっている。ハ

ラスメントとつくものは全部非公開にしているのではないか。行間の中に非公

開部分があることは理解するが、すべて非公開としなければならないのか。最

大限市民にその真意が伝わるように公開をしていくということが、ひいては芦

屋市議会の立場を強くし、市民の信頼が高まる。 

  (3) 代表者会議、全体協議会は、芦屋市議会会議規則で正式な市議会の会議とし

て位置づけられている。会議の公開非公開については、それぞれの会議におい

て、議長等が冒頭に非公開の宣告をするものだが、非公開と宣告している会議

は１つだけであった。他は何も宣告がない。また、会議を非公開と判断したも

のでも、記録の公開については、芦屋市情報公開・個人情報保護審査会の過去

の答申にもあるように、議員の氏名以外は全部非公開ということでは決してな

く、会議録がほとんど読み取れないものがあってはならない。 

  (4) 実施機関は、弁明書において、「しかし、会議が非公開であることから取り

扱った、条例第７条で非公開とされるべき内容を含む事案について、後に覆さ

れ公開される可能性があるとなると、それらの事案を取り扱い、出席者の忌憚



 4

のない意見を得て自由かつ率直な意見交換を行うことが困難となり」と主張す

るが、議員は有権者、住民から選ばれた代表者としての立場であり、代表者会

議や全体協議会という場であっても、良識を持って発言する前提で会議は行わ

れるものである。議員の氏名や発言については、その内容が個人の私生活に及

ぶのであれば非公開にしなければいけないが、議会の中で個人の人格否定や私

生活に及ぶ発言があったとは思えず、決議に至る過程の中での議論であり、公

開できると思う。部分公開となることは認めるが、非公開の会議という理由で

全体を黒塗りとするのはどうかと思う。 

第４ 実施機関の主張要旨 

実施機関が、弁明書及び意見聴取において主張している内容は、次のように要

約される。 

部分公開決定通知書の別紙一覧表でも記載のとおり、令和３年１１月２２日及

び１２月２０日開催の全体協議会、令和３年１１月２２日、同２９日、令和４年

１月２５日及び２月１４日開催の代表者会議の条例第７条第１号に該当する部

分は、個人に関する公開されていない情報が含まれており、公にすることにより、

個人の権利利益を不当に害するおそれがあるため、個別の事案に関する内容及び

協議についての発言内容を非公開としている。 

一般に、ハラスメントに関する協議における個人情報の取扱いについては、秘

密が厳守されプライバシーが保護されることを期待するものであり、同様に、会

議が非公開であることを前提にして取り扱った個人情報を含む事案の協議につ

いても、特定の個人が識別され、公開することにより個人の権利利益を害するお

それがあることから部分公開とした。 

また、令和３年１１月２２日及び１２月２０日開催の全体協議会、令和３年１

１月２２日、同２９日、１２月７日、令和４年１月２５日及び２月１４日開催の

代表者会議の条例第７条第５号に該当する部分は、会議が非公開であることを出

席者が認識したうえで、前述の条例第７条第１号に該当する個別の事案の内容及

び対応等について、自由かつ率直な意見交換が行われたものである。 

代表者会議は非公開で開催されており、記録の公開範囲は原則として代表者会

議で協議し決定することとしているため、協議の結果、公にして差し支えないと

判断された部分に関しては公開するものである。 

しかし、会議が非公開であることから取り扱った、条例第７条で非公開とされ

るべき内容を含む事案について、後に覆され公開される可能性があるとなると、
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それらの事案を取り扱い、出席者の忌憚のない意見を得て自由かつ率直な意見交

換を行うことが困難となり、そのような内容を含む事案について協議する場を設

けることに支障が生ずる懸念がある。 

以上により、本件請求に係る公文書については、条例第７条第１号及び第５号

を適用し、公文書の部分公開とする決定をした。 

第５ 審査会の判断 

１ 本件対象文書について 

本件対象文書１から７には、「芦屋市議会ハラスメント等防止に関する指針」（以

下「ハラスメント指針」という。）の作成及び決議に至る協議又は調整に関する内容

等が記録されている。 

２ 本件処分の妥当性について 

実施機関は、本件対象文書１から７について、全体協議会又は代表者会議におい

て非公開とされた個別事案の協議内容を公開すると、公正・円滑な事務事業の実施

に支障を及ぼすおそれがあること（条例第７条第５号）、また、特定の個人を識別す

ることができる情報を公開すると、当該個人の権利利益を不当に害するおそれがあ

ること（同条第１号）を理由として、本件処分を行った。 

これに対し、審査請求人は、実施機関が行った本件処分を不服とし、本件対象文

書１から７の公開を求めている。そこで、以下において、本件処分の妥当性につい

て検討することとする。 

なお、本件対象文書７の４頁１段目（左）５行目から１４頁２段目（右）２１行

目まで及び１８頁１段目（左）２０行目から同頁２段目（右）１行目までに記録さ

れている協議事項（２）の非公開部分については、ハラスメントに関して協議され

たものではなく、その内容は本件審査請求の範囲から外れることから、本審査会で

は判断しないものとする。 

３ 条例第７条第１号の該当性について 

一般的に言って、ハラスメント事案に関する情報の公開については、当事者の権

利利益を害するおそれがあることから、慎重な対応が求められることになる。しか

し、ハラスメント事案に関する審議・協議であっても、公開の議会において審議さ

れているハラスメント指針や決議等に関するすでに公知の事実となっている情報

あるいは個別の事案の審議方法等の形式的・手続的な事項に関する情報については、

それらが個人の識別を可能とし、当該個人の権利利益を害するものでない限り、基

本的に、これを公開すべきである。 
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４ 条例第７条第５号の該当性について 

 (1) 実施機関は、非公開であることを前提にした協議の場であっても、自らの発言

が事後的に公開されることがあり得るということになれば、その場での意見の表

明を控える者も現れてくることになり、その結果、会議の内容を公開しない状況

を確保することによって出席者が忌憚なく自らの意見を述べることのできる機

会を保障するという協議の非公開決定の趣旨が損なわれることになると主張す

る。 

しかしながら、市民の代表である議員の職務上の発言は、基本的には公にされ

ることが求められており、またそれが予定されるところでもある。さらに、議案

の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行う全体協議会、会派間の意見調整

その他議会運営上必要と認める事項について協議・調整する代表者会議の趣旨・

目的からみて、その意思決定に至るまでの過程を公にすることは議会における審

議・決定の正当性を市民に示すためにも必要とされる事柄であると考えられる。 

したがって、全体協議会及び代表者会議を非公開として開催するという決定が

議会においてなされたとしても、実施機関は、条例の趣旨・目的を踏まえ、非公

開部分が必要最小限の範囲にとどまるものであるかどうかを十分に検討し、必要

最小限を超える部分については、これを公開すべきである。 

 (2) 以上の見地に立ち、本審査会が本件対象文書１から７を見分したところ、実施

機関が非公開とした情報のうち、本件対象文書５に記載されている個別事案の事

実確認に関係する部分については、それを公にすることにより、今後全体協議会

等において同種の協議や調査を行うにあたり正確で詳細な情報を収集すること

を困難にし、全体協議会等の公正又は円滑な実施に支障を及ぼすおそれがあると

考えられることから、条例第７条第５号柱書きの事務事業情報に該当すると判断

する。 

しかし、その余の非公開部分については、本件の事案に関しては公にすること

により、実施機関が主張するような同様の個別事案の協議の公正又は円滑な実施

に支障を及ぼすおそれがあるとは認められず、非公開とすべき事務事業情報には

該当しないと判断する。 

５ 以上のことから、本件対象文書１から７について、別表に掲げる部分については

公開すべきである。しかし、その余の部分については、個人に関する事項が含まれ

た情報であり、その全体が条例第７条第１号の非公開情報に該当し、また、本件対

象文書５に記載されている個別事案の事実確認に関係する部分については、条例第

７条第５号柱書きの非公開情報にも該当するため、非公開とするのが妥当である。
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６ 結論 

したがって、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

以 上  
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別表 

分類 文書名 
ページ

番号 
公開が妥当であると判断する部分 

本件

対象

文書

１ 

令和３年１１月

２２日開催の全

体協議会の会議

録 

１頁 

から 

８頁 

・１頁１段目（左）８行目から１０行目１５文字目まで

・１頁１段目（左）１１行目４文字目から１１行目１４

文字目まで 

・２頁２段目（右）１０行目 

・２頁２段目（右）１３行目１１文字目まで 

・２頁２段目（右）２６行目から３０行目１３文字目ま

で 

・２頁２段目（右）３３行目１３文字目から３頁１段目

（左）１２行目まで 

・３頁１段目（左）１７行目４文字目から２５行目９文

字目まで 

・３頁１段目（左）２８行目から３０行目５文字目まで

・３頁１段目（左）３２行目から３頁２段目（右）９行

目まで 

・４頁１段目（左）１２行目から２２行目１１文字目ま

で 

・４頁１段目（左）２７行目２０文字目から４頁２段目

（右）９行目１９文字目まで 

・４頁２段目（右）１０行目１５文字目から１５行目３

文字目まで 

・４頁２段目（右）１８行目９文字目から２３行目まで

・５頁２段目（右）１６行目から３２行目まで 

・６頁１段目（左）１０行目１６文字目から１８行目ま

で 

・６頁１段目（左）２３行目１０文字目から２５行目１

０文字目まで 

・６頁１段目（左）３１行目から３６行目まで 

・６頁２段目（右）４行目６文字目から１４行目まで 

・７頁１段目（左）３行目から４行目まで 
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・７頁１段目（左）３４行目５文字目から７頁２段目

（右）８行目まで 

・８頁１段目（左）７行目から１２行目まで 

本件

対象

文書

２ 

令和３年１１月

２２日開催の代

表者会議の会議

録 

１頁 

から 

１１頁

なし 

本件

対象

文書

３ 

令和３年１１月

２９日開催の代

表者会議の会議

録 

１頁 

から 

１３頁

・１頁１段目（左）７行目から８行目１３文字目まで 

・１頁１段目（左）２６行目１８文字目から１頁２段目

（右）６行目まで 

・１頁２段目（右）８行目から１４行目８文字目まで 

・１頁２段目（右）１５行目１８文字目から３０行目ま

で 

・１頁２段目（右）３３行目から２頁１段目（左）３２

行目まで 

・２頁１段目（左）３４行目６文字目から３頁１段目

（左）２行目まで 

・３頁１段目（左）２７行目から３頁２段目（右）６行

目まで 

・３頁２段目（右）１４行目１３文字目から４頁１段目

（左）１７行目１８文字目まで 

・４頁１段目（左）２１行目から２９行目１３文字目ま

で 

・４頁１段目（左）３３行目から４頁２段目（右）４行

目まで 

・４頁２段目（右）２０行目から３６行目５文字目まで

・５頁１段目（左）８行目５文字目から１４行目まで 

・５頁１段目（左）１９行目から７頁２段目（右）１４

行目まで 

・７頁２段目（右）３３行目から８頁１段目（左）２５

行目まで 

・１３頁１段目（左）２３行目から３１行目まで 
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本件

対象

文書

４ 

令和３年１２月

７日開催の代表

者会議の会議録

１頁 

から 

２頁 

１頁２段目（右）３６行目から２頁１段目（左）３１行

目まで 

本件

対象

文書

５ 

令和３年１２月

２０日開催の全

体協議会の会議

録 

１頁 

から 

１８頁

・１頁１段目（左）６行目から２７行目まで 

・１頁２段目（右）３行目８文字目から７行目まで 

・１頁２段目（右）１４行目７文字目から２１行目４文

字目まで 

・１頁２段目（右）３４行目７文字目から２頁１段目

（左）３０行目５文字目まで 

・１７頁２段目（右）３３行目から１８頁１段目（左）

３１行目まで 

本件

対象

文書

６ 

令和４年１月２

５日開催の代表

者会議の会議録

１頁 

から 

８頁 

・２頁２段目（右）２３行目から２８行目まで 

・３頁１段目（左）１３行目から３２行目まで 

・４頁２段目（右）１０行目１７文字目から２６行目ま

で 

本件

対象

文書

７ 

令和４年２月１

４日開催の代表

者会議の会議録

１頁 

から 

１８頁

なし 

（注）１行に記載された文字を左詰にして数え、句読点や括弧等もそれぞれ１文字と

数えるものとする。 
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審査会の経過 

年  月  日 処 理 内 容 

令和５年８月１８日 諮問書の受理 

令和５年８月２４日 第１回審議 

令和５年９月１４日 第２回審議 

令和５年１０月１０日 
第３回審議 

審査請求人意見陳述 

令和５年１１月２９日 
第４回審議 

実施機関意見聴取 

令和５年１２月１４日 第５回審議 

令和６年１月１７日 第６回審議 

芦屋市情報公開・個人情報保護審査会委員 

氏 名 役 職 名 備 考 

島田 茂 甲南大学名誉教授 会 長 

大月 一弘 神戸大学大学院国際文化学研究科教授 職務代理 

伊藤 明子 弁護士  

岩本 洋子 弁護士  

大久保 規子 大阪大学大学院法学研究科教授  

亀若 浩幸 弁護士  


